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佐
賀
県
市
町
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（趣
旨
） 

第

一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
民
等
の
利
用
に
供
す
る
ほ
か
、
佐
賀
県
下
全
市
町
の
行
財
政
事
務
運

営
及
び
地
方
自
治
の
振
興
に
係
る
事
業
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
連
絡
調
整
を
行
い
、
並
び
に
佐
賀
県

市
町
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
と
し
て
人
材
育
成
や
能
力
向
上
等
を
行
う
佐
賀
県
市
町
会
館

（以
下

「会

館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（位
置
） 

第
二
条 

会
館
は
、
佐
賀
市
に
置
く
。 

 

（管
理
） 

第
三
条 

佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
管
理
者

（以
下

「管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
会
館
を
常
に
良

好
な
状
態
に
お
い
て
管
理
し
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
最
も
効
率
的
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（使
用
の
許
可
） 

第
四
条 

会
館
の
施
設
の
う
ち
別
表
に
掲
げ
る
も
の

（以
下

「許
可
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
を
使
用

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

管
理
者
は
、
使
用
を
許
可
す
る
場
合
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（使
用
の
不
許
可
） 

第
五
条 

管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
を
許

可
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

会
館
又
は
そ
の
周
辺
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

 

二 

会
館
を
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
会
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

 

（使
用
料
） 

第
六
条 

許
可
対
象
施
設
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者

（以
下

「使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に

定
め
る
使
用
料
を
管
理
者
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
使

用
料
の
一
部
を
減
額
し
、
又
は
そ
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（使
用
料
の
還
付
） 

第
七
条 

既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
の
責
に
よ
ら
な
い
事
由
に
よ
り
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
使
用
料
の
全
部
又
は

一
部
を
還
付
す
る
。 

（使
用
者
の
注
意
義
務
） 

第
八
条 

使
用
者
は
、
こ
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
を
遵
守
し
、
常
に
善
良
な
使
用
者
と
し
て

の
注
意
を
も
っ
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 



（許
可
の
取
消
し
） 

第
九
条 

管
理
者
は
、
使
用
者
が
こ
の
条
例
又
は
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
使
用
の
許
可
を

取
り
消
し
、
使
用
を
停
止
さ
せ
、
又
は
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。 

 

別
表

（第
四
条
、
第
六
条
関
係
） 

一 

会
議
室
使
用
料 

 
 

備 

考 

一 

マ
イ
ク
使
用
の
場
合
は
、
右
表
の
料
金
に

一
、

一
〇
〇
円
を
加
算
す
る
。 

二 

プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー
及
び
ス
ク
リ
ー
ン
の
い
ず
れ
か

一
つ
又
は
全
部
を
使
用
す
る
場
合
は
、
右

表
の
料
金
に
二
、
二
〇
〇
円
を
加
算
す
る
。 

三 

右
表
に
定
め
る
時
間
を
超
え
て
使
用
す
る
場
合
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
割
増
使
用

料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二 

土
地
使
用
料 

 

小
会
議
室 

  

大
会
議
室 

 

   

Ｃ Ｂ 

Ａ(

Ｂ+

Ｃ)
 

Ａ+

Ｂ 

Ａ+

Ｂ+

Ｃ 

 

名 

称 

 

六
十

一 

六
十
五 

五
十
四 

百
十
九 

百
七
十
三 

二
百
三
十
八

面
積 

（平
米
）    

 
 

九
、
四
六
〇
円 

一
〇
、
〇

一
〇
円 

 

八
、
三
六
〇
円 

一
八
、
四
八
〇
円 

二
六
、
八
四
〇
円 

三
六
、
九
六
〇
円 

八
時
三
十
分
か
ら 

十
七
時
ま
で 

料 
 

金 

 
 

四
、
七
三
〇
円 

 
 

五
、
〇
〇
五
円 

 
四
、

一
八
〇
円 

 
 

九
、
二
四
〇
円 

一
三
、
四
二
〇
円 

一
八
、
四
八
〇
円 

八
時
三
十
分
か
ら 

十
二
時
三
十
分
ま
で 

十
三
時
か
ら 

十
七
時
ま
で 

電
柱
、
鉄
柱
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も 

 

の
の
付
設
並
び
に
地
下
埋
設
物
の
付
設 

の
用
に
供
す
る
場
合 

用 
 

途 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
別
表
第

一
に
よ
り
算
定
し 

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
等
に
特
別
の
定 

め
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
。 

料 
 

金 



 

附 

則 

 

（施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（佐
賀
県
自
治
会
館
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

２ 

佐
賀
県
自
治
会
館
の
管
理
に
関
す
る
条
例

（平
成
十
九
年
佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
条
例
第
三 

 

十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
財
政
調
整
基
金
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
財
政
調
整
基
金
条
例

（平
成
十
九
年
佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合
条

例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
五
号
中

「自
治
会
館
管
理
基
金
」
を

「市
町
会
館
管
理
基
金
」
に
改
め
る
。 


